
非自発的失業者の
国民健康保険税の軽減

　平成 21 年 4 月 1 日以降に、会社の倒産や
解雇など、会社の都合で退職し、雇用保険を
受給された 65 歳未満の方は、平成 22 年度の
国保税について、軽減が受けられます。

■ 申請に必要なもの
　・保険証
　・雇用保険の受給資格者証
　・世帯主の印鑑

※この軽減は 23 年
度以降も引き続き
実施されます。

国保の制度、もう一度確認を
国民健康保険被保険者のみなさまへ

・ほけん課　
　℡23‐０１１６　
・須木庁舎住民生活課
　℡48‐３１３２
・野尻庁舎住民生活課
　℡44‐１１００

　

み
な
さ
ん
が
健
康
で
長
生
き
を
し

て
も
ら
う
と
と
も
に
、
医
療
費
の
適

正
化
に
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、
多
く

の
方
に
特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

現
在
、
小
林
市
の
受
診
率
は
低
く
、

目
標
と
す
る
受
診
率
に
届
い
て
い
な

い
の
が
現
状
で
す
。

　

よ
り
多
く
の
方
に
受
診
し
て
も
ら

う
た
め
に
、
今
年
度
は
１
万
人
を
対

象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、

４
千
３
６
５
人
の
方
か
ら
ご
回
答
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
せ
て
い
た
だ
い
た
回
答
を
参
考

に
し
、
受
診
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
の

積
極
的
な
受

診
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
特
定
健
診

は
毎
年
、
対

象
者
（
年
度

内
年
齢
40
歳

以
上
の
小
林

市
国
保
加

入
者
）に「
黄

色
い
封
筒
」

で
受
診
券
が

送
付
さ
れ
ま

す
。

　

市
か
ら
送
付

す
る
受
診
券
は

小
林
市
の
国
保

被
保
険
者
の
み
が

対
象
で
す
。

　

社
会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
は
、
加
入
し
て
い
る
保
険
者
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

健診には、各医療機関での個別健診や保健センターなどでの
集団健診があります。利用しやすい方法で受診しましょう。

医
療
機
関
・

薬
局
の
受
診

　

医
療
機
関
・

薬
局
を
利
用
す

る
際
に
は
、
次

の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

■
休
日
や
夜
間

　

に
受
診
し
よ

　

う
と
す
る
際
に
は
、
平
日
の
時
間

　

内
に
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　

か
、
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ

　

う
。

■
か
か
り
つ
け
の
医
師
を
持
ち
、
気

　

に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず

　

は
か
か
り
つ
け
の
医
師
に
相
談
し

　

ま
し
ょ
う
。

■
同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
を

　

受
診
す
る
こ
と
は
、
控
え
ま
し
ょ

　

う
。

■
薬
が
あ
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
医

　

師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
ま
し
ょ

　

う
。

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い

　

て
、
医
療
機
関
や
薬
局
に
相
談
し

　

て
み
ま
し
ょ
う
（「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

　

ク
医
薬
品
お
願
い
カ
ー
ド
」
を
国

　

保
の
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
）。

学
生
の
国
民
健

康
保
険
証

　

本
年
度
学
校
を
卒
業
し
、
就
職

し
て
職
場
の
保
険
等
に
加
入
し
た

場
合
は
、
届
け
出
く
だ
さ
い
。

■ 

届
出
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証

・
世
帯
主
の
印
鑑

・
職
場
で
交
付
さ
れ
た
健
康
保
険

　

証
等

・
卒
業
証
明
書
ま
た
は
卒
業
証
書

　

進
学
ま
た
は
在
学
中
の
学
生

は
、
申
請
・
更
新
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

市
外
へ
転
出
さ
れ
る
と
き
は
、

保
険
証
を
回
収
し
ま
す
が
、大
学
・

専
修
学
校
等
へ
進
学
の
た
め
に
市

外
へ
転
出
す
る
学
生
は
、
特
例
と

し
て
、
保
険
証
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■ 

申
請
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証

・
世
帯
主
の
印
鑑

・
在
学
証
明
書
（
学

　

年
毎
に
、
４
月
１

　

日
以
降
に
発
行
さ

　

れ
た
も
の
。）

ほけん課 ℡：23‐０１１６　
須木庁舎住民生活課℡：４８‐３１３２　野尻庁舎住民生活課℡：４４‐１１００

区・組 日（曜日）

目 標 受診率
20年度 20％ 14.5％
21年度 30％ 18.5％
24年度 65％ ―

■ 小林市の特定健診受診率
 （平成20年度・21年度・24年度）

▲

70
歳
〜
74
歳
の

被
保
険
者
証

　

病
院
等
で
の
窓
口
負
担
は
、
特
例

に
よ
り
４
月
か
ら
の
１
年
間
、
現
在

の
ま
ま
１
割
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
次
の
方
は
被
保
険

者
証
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、

３
月
下
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。

■ 

対
象
者

　

70
歳
か
ら
74
歳
で
、
お
持
ち
の
被

保
険
者
証
の
負
担
割
合
（
医
療
機
関

で
の
窓
口
負
担
）
項
目
が
、

　
（
３
月
末
ま
で
）
１
割

　
（
４
月
か
ら
）
２
割

と
記
載
さ
れ
て
い
る
方

特
定
健
康
診
査
（
特
定
健
診
）

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

社会保険の喪失による
国保の加入手続き

　社会保険の喪失により、国保に加入される
場合、「健康保険資格喪失連絡票」を持参く
ださい。
■ 申請に必要なもの
　・健康保険資格喪失連絡票
　・世帯主の印鑑
※４月１日以降の社会保険の喪失（任意継続
　含む。）は、事前の手続きができません。
　４月１日以降に手続きをお願いします。

■ 

注
意
事
項

・
在
学
中
は
毎
年
、
保
険
証
の
更

　

新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
学
生
証
や
在
学
証
明
書
の
写
し

　

等
で
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

・
新
た
に
進
学
す
る
年
度
分
は
、

　

在
学
証
明
書
を
後
日
送
付
さ
れ

　

て
も
構
い
ま
せ
ん
。

・
各
年
度
の
届
出
が
す
ん
で
い
な

　

い
場
合
、
７
月
末
の
定
期
差
替

　

え
時
に
新
し
い
保
険
証
を
発
行

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必

　

ず
、
毎
年
６
月
末
日
ま
で
に
届

　

け
出
く
だ
さ
い
。




